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境港市教育委員会（平成２８年６月２１日委員会会議録） 

 

招集年月日    平成２８年６月２１日  １５時３０分        

 

招集場所     市役所第一会議室                   

 

開  会     １５時２５分 委員長宣言               

 

出席委員     ① 佐々木 邦広   ② 谷田 真基          

         ③ 酒井 伊津子   ⑤ 永井 美央          

         ⑥ 赤石 有平                     

 

委員長から説明のため出席を求められた者                 

         教育委員会事務局長  藤 川 順 一         

学校教育課長     影 本   純         

         学校教育課補佐    髙 濵 禎 彦         

         学校教育課補佐    門 脇 克 美         

生涯学習課長     黒 崎   享         

         教育総務課補佐    小 川 博 史         

教育総務課係長    北 野 瑞 拡         

                                    

傍聴者数     なし                         

 

会議書記     教育総務課係長    北 野 瑞 拡         

 

提出議案     議案第１９号 境港市就学指導委員会委員の任命について 

 

協議事項     その他                        

 

報告事項     ６月の行事報告、７月の行事予定など           

 

酒井委員長     それでは、ただいまから６月の定例教育委員会を始めま

す。議案第１９号、境港市就学指導委員会委員の任命に

ついて説明をお願いします。 
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学校教育課長    議案第１９号、境港市就学指導委員会委員の任命につい

てでございます。規則では、委員会は15名以内の委員を

もって組織するということになっております。昨年度14

名でしたが、本年度15名という形で任命したいと思いま

す。医師の方では前垣先生が昨年度から、それから特別

支援教育に関し、知識・経験を有する者ということで、

山本淳一前学校教育課長、第三中学校の校長先生をお願

いしております。また、特別支援コーディネーターの渡

邉憲二先生もこのたび入っていただき、15名という形で

任命しようと考えております。 

 

酒井委員長     ご質問等はございませんでしょうか。 

 

赤石委員      この就学指導委員会で特別支援学級か通常学級かを決め

られるのですね。 

 

学校教育課長    そうですね。委員会で判定いたしまして、最終的には保

護者の同意を得て、決定します。 

 

赤石委員      仮に保護者が同意しない場合は、特別支援がいいと言わ

れても、通常学級で授業を受けられるということですね。

そうした場合に、就学指導委員会で判断されて、特別支

援学級が適している場合でも、やはり親の同意が必要と

なるのですね。 

 

学校教育課長    就学指導委員会の決定について、引き続き保護者の方に

も同意を得るように、学校の方も働きかけは続けてまい

ります。しかし通常学級でできない場合は、次は通級指

導教室を案内するなどの手続きをとります。あるいは、

学校の中では個別の指導をするなど、個々にあった対応

をしていくことはございます。 

 

赤石委員      そういうケースはあまりないですか。 

 

学校教育課長    いえ、保護者の同意を得られない場合もございます。引
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き続き学校としては、保護者の同意を得られるような働

きかけを続けております。 

 

永井委員      関連して、お尋ねしますが、保護者の同意ということで、

学校は引き続きアプローチを続けていくと思うのですが、

就学指導委員会としては、一度保護者に拒絶された場合

には、それ以上のアプローチは委員会としてはしていな

いのでしょうか。 

 

学校教育課長    その児童生徒については、引き続き就学指導委員会にま

た判定がかかってきますので、同じように、過去の例も

含みながら、どういう具合にアプローチしていくのか、

そういうことも含めた話になってくるのかと思います。 

 

永井委員      一度判定をして、アプローチして、その時点で保護者の

方で同意を得られなかった場合は、就学前の児童に関し

ては、翌年度は通常学級に入学する。このたび１年生入

学後の学校訪問で見させていただいて感じたのですが、

やはり集団の中に入ったときに、本人に適正な教育がさ

れているのかということと、その子が集団の中でどう影

響を与えるかということも出てくると思います。集団の

中で成長していく子も当然いるとは思いますし、補助教

諭をつけたり、いろいろな手を打ちながらだとは思いま

すが、本人も集団も困るケースが、今までも、これから

も出てくるのではということを感じました。この就学指

導委員会で、当然、保護者の方の理解や同意が得られな

ければ難しいというのはあるとは思うのですが、それに

至るためのアプローチを委員会の方でもやっていくとい

うのはできないのでしょうか。 

 

学校教育課長    まず、校内就学指導委員会というのがございまして、学

校の中で特別な支援が必要な生徒についてはピックアッ

プをして、学校の中でどう判断するのか。この子につい

ては個別のアプローチで集団の中で頑張っていくのか、

市の就学指導委員会にかけるケースなのか、まずここで
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一つ判断があると思います。もう一つ、今の学校教育の

流れではインクルーシブ教育ということで、みんなが同

じ生活の中で障がいを理解しつつ生活していくというも

のの考え方があり、障がい理解、そして共に生きるとい

う側面がございます。そのバランスを考えながら判断し

ていかないといけないと思いますので、それでもなおか

つ、個別の指導が必要な場合については、校内あるいは

市の就学指導委員会を通じて判定しながら合意をとって

いく。今回そういう中で渡邉憲二先生が特別支援コーデ

ィネーターという形で、積極的に就学前、あるいは１年

生２年生、あるいは中学生の授業の様子を見に行ってお

られますので、校内就学指導委員会にも渡邉憲二先生の

意見もどんどん入れてもらって、たくさんの意見の中で

いろいろな支援の方策や学校からのアプローチについて

も話し合いができるような形に今年度はなっていくと思

います。そういう動きがございますので、そういったこ

とも十分活用して、支援していきたいと考えております。 

 

赤石委員      特に小学校１年生２年生の時に、クラスの中で自由にい

ろいろ動いたりする子が仮におられたら、周りの子も自

由に動いてもいいと、クラスのまとまりがなくなってし

まうと思いますので、ある程度この就学指導委員会で判

断されたことを優先するということも必要ではないでし

ょうか。 

 

佐々木教育長    保護者の方にお話をするときに、お宅のお子さんがおら

れるとほかの子の学習に迷惑がかかりますということを

お話しすることはできません。この子にとってどれが一

番いいのか、周りで一体何ができるのか、ということを

ご説明して、お宅のお子さんの将来のためには、今ここ

で特別支援学校というのを選ばれた方がいいのか、それ

とも通常の小学校に通いながら特別支援学級でこういっ

た支援が受けられますよと、交流はこのようにやってい

きますよときちんと説明してということが大切だと思い

ます。そこをこういった方々の専門的な見地からお話を
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いただいて、教育委員会の方からも、学校の方からもご

説明をしていく。今年ご理解が得られなかった場合、ま

た１年様子を見させていただいて、８月と12月に就学指

導委員会に再度かけて、翌年度について特別支援学級に

入られた方が、この子のためにこういう道筋でやってい

った方がいいですよとご説明して、最終的にはご納得い

ただいて、就学支援を行っていく。 

 

学校教育課長    小学校１年生や２年生の場合、落ち着かないとか、ちょ

っと多動であるとかということは、障がいの有無に起因

することなのか、それとも生活習慣上などの要因である

のか、その辺は十分に見ていく必要があると思います。

そこを見通しながら、いろいろな福祉のこと、子育ての

方とも連携しながら、情報を集めて、そういうところか

らもアプローチしていくというところも必要な部分では

ないかと考えます。 

 

谷田委員      難しい問題ですね。市の専門家の委員会で判定を出して

いるので、もう少し強制力があってもいいのかなという

気がしないでもないですけれど。 

 

永井委員      本当に子どもにとってどういう教育を受けるのが一番適

切なのかを考えないといけない。家族の方も含めて、心

を開いて話がしていけたらいいですね。 

 

赤石委員      決定の時期を８月とか12月とか決めないでもう少し柔軟

に、見ていて状況が厳しいようであれば、２回でも３回

でも会って、納得していただくようなことを毎月でもし

ていくのがよいのではないでしょうか。 

 

学校教育課長    校内では各学期とか、個別の話は月ごとにやっていると

思います。ただ、就学に係る大きな組織としては年２回

と決まっているのですが、学校単位では細かく話をして

いると思います。 
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赤石委員      ４月には通常学級に入れたけれども、学校との折衝で６

月には親も納得した場合でも、就学指導委員会の了解が

得られなければ、特別支援学級に途中からは入れないの

でしょうか。 

 

学校教育課長    途中からは難しいですね。これによって新しい学級がで

きたとなりますと、職員の定数が１人増えたりだとか、

いわゆる県の人事の予算にかかわってくることですので、

簡単に途中からというわけにはできないことでございま

して、これは法的な決まりがございます。 

 

赤石委員      簡単ではないですが、他の子どもたちにとってはやっぱ

り１ヶ月２ヶ月という非常に大切な時間です。 

 

学校教育課長    ただし、特別支援学級で交流して、数時間一緒に学習す

るとか、体験的にそういうことを部分的にすることは可

能でございます。ちょっとずつ慣れて行って、一緒に生

活したりしながら正確にはきちっと入級するというのが、

次年度になろうかと思います。 

 

酒井委員長     境港市は、指導補助員の先生を、学校に２名ずつ配置し

ていただいておりますので、かなり配慮されていると思

います。 

 

酒井委員長     ほかにご質問等はございませんでしょうか。（なし）そ

れでは議案第１９号については承認といたします。 

          以上で提出議案については終わります。 

          本日は協議事項もないということですが、報告事項の中

で、資料をいただいておりました給食費と校区審議会に

つきましてお願いしたいと思います。 

 

学校教育課長、生涯学習課長 各報告 

 

学校教育課長    それでは、６月16日に開催されました第２回校区審議会

についてご説明いたします。出席者は１名欠席の14名で
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審議されました。この日の内容について、まず資料説明

ですが、第１回目の審議会で、こういう資料があった方

がよいと要請されたものについて、別途資料をつけてお

ります。一つは境港市人口ビジョンの特に小学生や中学

生の人数に関する内容のところを抜粋しております。そ

れから小規模特認校制度というのを活用している学校が

全国でございます。鳥取市にもございますが、鈴鹿市の

小学校の例を示しました。次に、佐賀県の多久市という

ところがございまして、小中一貫校を、ちょうど中学校

３校と小学校７校、境港市ととても似通っている市です

けれども、それを中学校区での３つの小中一貫校に統廃

合していった例を紹介させていただいております。それ

から誠道小学校のＰＴＡや保護者の意見、５月23日の拡

大執行部会で話を伺いまして、その時の意見等を載せて

ございますので、それを先に紹介させていただきました。

それで特に今回の審議会の内容については、境港市の現

状について、特に生徒指導や学習についてのデータ、不

登校は中学校で発生率が高くなるとか、問題行動も中学

校になると数が増える、これは全国的な傾向でございま

すがこういう問題と、それから学習状況について、大分

伸びてきているけれども、やはり全国の平均に比べてや

や低い、もう少し伸ばさないといけない、こういう課題

があるということの資料、それから小中一貫校について

の資料、その目的やあるいは成果、教育課程、学校の配

置の規模等を示した資料を紹介させていただきました。

この２回目の審議会は、主に委員さんにたくさん話をし

てもらう時間をとりましたので、まずは小規模特認校に

ついて、小規模でどういう風な取り組みがされているの

か、あるいは誠道小学校ではどうなのかという話や、日

南町の小学校の合併をされた経緯の話や、日南中学校と

小中一貫校を作った話、それから小中一貫校のシミュレ

ーションをして、実際境港でどういう例ができるのだろ

うか示してほしいという話もございました。次回、第３

回目は７月８日にございますが、境港市における小中一

貫校のシミュレーションを何例か示して、そのメリット
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やデメリットについて話し合うという柱を立てたという

予定でございます。第３回はそういう内容で進んでいく

と思っております。 

 

酒井委員長     校区審議会について、何かありますでしょうか。 

 

赤石委員      第２回の日程表に書いてあるのですが、学校の再編成の

問題と小中一貫校の可能性、それぞれについて、一貫校

の問題と誠道小学校の再編成の問題、それぞれ話された

のですか。 

 

学校教育課長    そういうわけではなく、一応、誠道小学校をどうするの

かという話題は出るのですが、やはり将来的に境港市の

学校全体をどうするのかということをまず決めないとい

けないのではないかという意見がありまして、例えば一

貫校を検討する中で誠道小学校をどうするのか、先を見

通した中で誠道小学校をどうするのかという話ですので、

バラバラに論議しているわけではないです。 

 

谷田委員      次回、小中一貫校を本市でする場合のシミュレーション

の資料を出してほしいという要望が挙がっていると思い

ますが、小中一貫校にもいろいろな型があると思います。

併設型とか既存の建物をそれぞれ残して連携をとってい

くなどあると思いますが、やり方によってはその成果に

いろいろ違いが出ているというアンケート結果が出てい

るでしょうし、予算の問題なども出てくると思いますが、

本市としては、やるならどういう格好になるのか個人的

には思っていましたが、次回どういう形でシミュレーシ

ョンを出す予定でしょうか。 

 

学校教育課長    まずはこれから具体的に事務局の中で話をしていくので

すが、一つは中学校を何校にするのかという考え方がご

ざいます。例えば中学校３校であれば、近いところに小

学校を新設するとか増設するとかできますし、あるいは

中学校が２つになると全然違う、今度は今ある小学校の
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組み合わせになるとか、そういう場合は分離型の小中一

貫校というのもあり得るかもしれません。ですからこれ

は本当に様々なパターンが考えられるので、そのパター

ンを考えた上で、メリット、デメリットを全部示しなが

ら、次の審議会にはお諮りしようかなと考えています。 

 

谷田委員      併設型だったりすると、予算の試算をしないといけない

と思いますが、時間的にその試算が次回までに間に合う

のでしょうか。額によって、実現の可能性があるとかな

いとかの判断が出てくるでしょうし、そのあたりのシミ

ュレーションが時間的な制約がある中でどこまでできる

のかと思っています。 

 

学校教育課長    おそらく審議会の答申が、具体的に何校がこうなるとい

うところまでは決まらないと思っておりますので、実際

の試算については、答申をいただいた後に、市長部局や

いろいろなところと調整をしながらになると思っており

ます。審議会でお話をするのは、予算のことも含めます

が、シミュレーションという形で、材料を出して、いろ

いろなパターンについて議論してもらうというところま

でだと思います。具体的には予算面のことまで細かく、

今度は特に難しいので、いわゆる考えられる範囲の中で、

シミュレーションをして、議論していただくことを考え

ています。 

 

赤石委員      いろいろ資料をまとめられているのですが、一番思った

のは、成功事例はいろいろなものが出るのでしょうが、

失敗事例があった方がよいと思います。私たちも何かす

るときには、成功事例よりも、こういう問題があって失

敗したという事例の方が、自分たちに参考になるケース

が多かったものですから、新しいことをする場合には、

失敗事例やデメリットをたくさん集めた方が今後に良い

と思います。 

 

佐々木教育長    統合とか小中一貫校とかという問題を考えていきますと、
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どうしても地域の問題がありまして、２町４村から境港

市ができているということから考えましても、出てくる

課題というのはすごく多いと思います。例えばこれを３

校に集約するとか、１つの中学校と何校かの小学校とい

うことになったときに、そういう形が数的にも人口的に

も理想だと審議会の中で決定されたとしても、実際に今

すぐではないのですが、例えば15年先に実現できるよう

にこれから準備をしていっても、近くなってくるとどう

しても地元の学校が無くなるという寂しさが出てきます。

例えば伯耆町では、溝口中学校に溝口にあります日光小

学校、二部小学校を統合して進むべきだと一端は決着を

したはずですけれども、土壇場になりまして、二部小学

校は合併しないということで、二部小学校は少ない人数

ながら単独の道を歩むことになった。それから日南町は

１つの小学校に８つの小学校を統合したのですが、すっ

きり行ったのではありません。まずは３校を集めて１つ

の学校を作ってみてどうかという中で、うちも入れてく

れなど小さい学校からいろんな意見が出たり、１番大き

な学校に統合していくという意見もあったのですが、小

中一貫ということを意識して、中学校のすぐ横に新しい

校舎を建てて、そこに集約をすることになりました。

様々な問題が出てくると思いますが、大筋の道を決めて、

いろいろな課題が後から出てくるかもしれませんが、今

すぐにすべきことは誠道の問題ですね。その他のことは、

これから時間をかけて解決していけることがありますの

で、大筋を決めておきながら、例えば何年かおきに校区

審議会をもって、これでよろしいかというのを検証して

いくというのも一つの方法かと思っております。 

 

酒井委員長     たくさんの課題があると思いますけれども、また校区審

議会の方で、しっかり話し合っていただいて、報告して

いただければと思います。 

 

赤石委員      資料を見させていただいて、不登校になる割合が、小学

校５年くらいから中学校１年の間でどんと上がっている
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のを見て、急に増えているので何か対策が必要かなと思

います。 

 

学校教育課長    やはり小学校から中学校に上がった時には、１人の担任

の先生がずっと見ていたものが、教科の担任制になり、

授業も増え、部活動も始まりというように一気に環境が

変わってくるということがございます。それから何校か

の小学校が一緒になるということになれば人間関係もい

ろいろ変わってくる。なかなかそういうところに上手く

のれなかったり、元々課題を抱えていたような子どもは

そこでどうしてもエンジンが切れてしまうというような

ことはやはりございます。小学校もその辺の情報はしっ

かりと中学校には連携を取ってするわけですけれども、

今、小中一貫型のということで、中学校の先生が小学校

に授業の様子を見に行ったりとか、あるいは小学校の先

生が中学校の様子を見に行って、中学校はやり方を知っ

てもらったりしています。また一中は今年すでに３回、

６年生を中学校に交流で来てもらい、なるべく少しずつ

中学校生活を子どもたちや先生にも知ってもらうなど、

ちょっとずつ中学校の生活に慣れていく、あるいはイメ

ージを持つということを今取り組んでいるところでござ

います。個々に支援が必要な子については、しっかりと

その情報を伝えて、中学校に入ってもケアができるよう

に、なるべくそういうところには気を遣いながら、今や

っているところでございます。 

 

酒井委員長     校区審議会については以上で終わります。もう１つ、給

食費についてお願いします。 

 

教委事務局長    平成27年度学校給食費の決算状況について、資料に基づ

いて説明させていただきます。27年度から市の公会計化

になったのですが、それまでは、学校給食会が食材調達、

またそれに伴う給食費の徴収を行っていたところです。

実際に27年度の決算状況につきましては、未納額が

970,867円、収納率は99.14％ということでございます。
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26年度は99.19％ですので、それより若干下がったという

ところでございます。全国の市町村が公会計化になった

年というのは、どうしてもかなり収納率が下がっている

状況ですが、多少下がりましたが、ここまで踏ん張れた

と思っております。過年度分につきましては、学校給食

会が11月に総会を開きまして、解散をしました。そのと

きまでの未納額が1,550,539円、これを市の方が債権譲渡

という形で債権を引き継ぎました。それが27年度の過年

度分の調定額1,550,539円となっております。11月から３

月31日までに収納した金額が552,863円で、未納額が差引

997,676円、収納率としては35.66％ということで、この

収納率については、過去の学校給食会の23年度からの収

納率と比べて大体同じくらいかちょっと良かったかなと

いうところでございます。27年度の過年度分、学校給食

会のときの未納者数が32人となっていましたが、27年度

締めた時点では20人に減りましたので、12人の方がすべ

て支払い未納者ではなくなったというところです。次に

給食費の内訳ですが、中学校が給食を２学期から始めた

ということで、全体で2,993人の給食を行いまして、小学

校が１食で267円、中学校が310円で、実際３月末までに

食した食数を、最終的には精算するわけですが、単価×何

食分と計算した金額が喫食数から計算した給食費という

ことで、27年度は133,761,002円が給食費となりますが、

減免額というのがありまして、減免額につきましては、

境港市が独自に行っている３人以上同時減免というのが

ありまして、小学校から中学校の９年間に兄弟が３人以

上おられる方は３人目以降の方が減免という制度です。

これは27年度から始まった制度です。あとは準要保護、

これは就学援助に伴う減免でございまして、これは例年

通りでございます。ただ、境港市は就学援助、準要保護

の就学援助をする世帯に関しましても、例えば鳥取市や

米子市は給食費の７割程度の補助、あと倉吉市は1/3、

66％相当額の補助をしておりますので、100％全額減免措

置をしているのは境港市だけです。27年度の総額が、３

人以上同時と準要保護合わせて21,003,063円でありまし
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て、喫食数から計算した給食費からこの減免額を引いた

のが調定額になります。若干8,360円、下の注意書きに書

いてありますが、これは本来27年度中に返還しないとい

けない金額ですが、本人に連絡が取れなかったという理

由があって、今年度に還付させていただくという金額で

す。その8,360円を加えました112,766,299円が27年度の

調定額となります。次に最初に少し触れましたが、学校

給食費の公会計制度の移行についてですが、これは27年

度に初めて行っております。鳥取県内の市町村では、倉

吉市がすでに公会計化、境港市が27年度から、鳥取市、

米子市についてはまだ公会計化に踏み切ってない状況で、

鳥取市、米子市は学校給食会等で運営されているという

ことです。公会計化に伴いまして、予算は市の予算で、

歳入歳出の予算の計上を行うということでございます。

公会計化の効果ですが、当然、透明性の向上、これは学

校給食費徴収条例を制定しまして、市が直接保護者と契

約することによって、給食費を保護者の方から徴収する

ということで、当然市の予算ですので、予算決算の議会

の承認が必要になるほか、決算が終わった今年の８月に

は監査の検査を受けることになっておりますので、学校

給食会と比べると透明性の向上というのは格段に上がっ

たと思っております。あと滞納対策ということで、これ

までは学校で現年分については徴収していたところでご

ざいますが、教育委員会事務局が一括して収納や催告す

ることにより、一番顕著だった例が、児童手当から給食

費の未納分に対して充当できる制度がありまして、学校

給食会から引き継ぐまでは、児童手当の充当の方が１世

帯だけでしたが、市の方が担当することによって、自宅

訪問とか行って、現在23世帯に充当していただくことに

なり、滞納の未納分の回収が児童手当の方からでき、収

納率、特に過年度分の収納率が上がってきております。

それと自宅訪問しながら、経済的に厳しい、納められな

い世帯については、就学援助という教育委員会が持って

いる援助制度にかなり繋げておりまして、就学援助にな

りますとご存知のように給食費は全額免除になりますの
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で、滞納をそれ以上増やさないという対応が迅速に行え

るようになったと思っております。あとは教育委員会の

方が一括して給食費の事務を行うことによりまして、教

職員の方が子どもと向き合う時間がかなり増えたのでは

ないかと思っております。 

 

谷田委員      １点質問させていただきたいのですが、27年度の過年度

のところに不能欠損額というのが、332,344円あるのです

が、具体的にどういうことでしょうか。 

 

教委事務局長    これは学校給食会が解散する前に、総会を開きまして、

かなり以前の未納額、実際給食費は私債権ですので強制

収納はできない。学校給食会であっても市の公会計にな

っても、直接強制収納はできない収納費目ですけれども、

それを強制的に収納するためには、裁判所に申し立てて、

支払督促という法的な措置を取って回収する。具体的に

は給料の差し押さえとかになろうかと思いますが、その

法的な措置を取ったにもかかわらず、結局取れなかった

というような事例もありまして、長く焦げ付いていた。

そういった事例と、あとはかなり貧困、今も貧困から立

ち直っていない方がおられて、これ以上長い間債権を持

っていても、収納できないというところで、これを不能

欠損の処理をさせていただいて、残りの債権を市が引き

受けるということで、11月の学校給食会の総会の中で、

不能欠損の議決を取らしていただいたということです。 

 

酒井委員長     以上で予定していた議題は終了しましたので、本日の定

例委員会は閉会といたします。ごくろうさまでした。 


